
○港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 

平成二十六年十月十六日 

規則第八十一号 

改正 平成二八年三月三一日規則第一〇三号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成二十六年港区条例第二十七号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定

めるものとする。 

（用語） 

第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（小規模保育事業所等において保育室等を二階以上に設ける場合の設備の基準） 

第三条 条例第二十九条第七号（条例第三十三条及び第五十条において準用する場合を含

む。）及び第三十四条第七号に規定する区規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。 

一 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を二階に設ける

建物は、次に掲げる要件に該当するものとすること。 

イ 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築

物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）で

あること。 

ロ 当該建物の二階に、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる

施設又は設備が一以上設けられていること。 

区分 施設又は設備 

常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十三条第

一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第

一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの

部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。） 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備 
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４ 屋外階段 

ハ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止す

る設備が設けられていること。 

二 保育室等を三階以上に設ける建物は、前号イ及びハに掲げるもののほか、次に掲げる

要件に該当するものとすること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区

分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

三階 常用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第一項の場

合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階ま

での部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を

通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号

及び第十号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜

路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

四階以上の階 常用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構

造の屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第一項の場

合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室

等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室と

は、バルコニー又は付室（階段室が同条第三項第二号に規定

する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有する

ものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第三
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項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜

路 

３ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構

造の屋外階段 

ロ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分

からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。 

ハ 小規模保育事業所A型（条例第三十三条において準用する場合にあっては小規模保

育事業所B型、条例第五十条において準用する場合にあっては小規模型事業所内保育

事業所。以下同じ。）又は小規模保育事業所C型の調理設備（次に掲げる要件のいず

れかに該当するものを除く。以下同じ。）以外の部分と当該事業所の調理設備の部分

とが、建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施

行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合にお

いて、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこ

れに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

（１） スプリンクラー設備その他これに類する設備で自動式のものが設けられてい

ること。 

（２） 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理

設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

ニ 小規模保育事業所A型又は小規模保育事業所C型の壁及び天井の室内に面する部分

の仕上げを不燃材料でしていること。 

ホ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられて

いること。 

ヘ 小規模保育事業所A型又は小規模保育事業所C型のカーテン、敷物、建具等で可燃

性のものについて防炎処理が施されていること。 

（保育所型事業所内保育事業所において保育室等を二階以上に設ける場合の設備の基準） 

第四条 条例第四十五条第八号に規定する区規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。 

一 保育室等を二階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものとすること。 

イ 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定す

る準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。 

ロ 当該建物の二階に、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる
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施設又は設備が一以上設けられていること。 

区分 施設又は設備 

常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定

する構造の屋内階段（ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の

構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とはバル

コニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第

四号及び第十号を満たすものとする。） 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備 

４ 屋外階段 

ハ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止す

る設備が設けられていること。 

二 保育室等を三階以上に設ける建物は、前号イ及びハに掲げるもののほか、次に掲げる

要件に該当するものとすること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区

分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

三階 常用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第一項の場

合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階ま

での部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を

通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号

及び第十号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜

路又はこれに準ずる設備 
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３ 屋外階段 

四階以上の階 常用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構

造の屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第一項の場

合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室

等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室と

は、バルコニー又は付室（階段室が同条第三項第二号に規定

する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有する

ものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第三

項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜

路 

３ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構

造の屋外階段 

ロ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分

からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。 

ハ 保育所型事業所内保育事業所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

を除く。以下同じ。）以外の部分と当該事業所の調理室の部分とが、建築基準法第二

条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一

項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又

は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に

防火上有効にダンパーが設けられていること。 

（１） スプリンクラー設備その他これに類する設備で自動式のものが設けられてい

ること。 

（２） 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理

室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

ニ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材

料でしていること。 
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ホ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられて

いること。 

ヘ 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防

炎処理が施されていること。 

付 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

付 則（平成二八年三月三一日規則第一〇三号） 

この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。 
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